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序     文 
 
独立行政法人国際協力機構は、カンボジア王国と締結した討議議事録（R/D）に基づき、2009

年 3 月より技術協力プロジェクト「農業資材（化学肥料及び農薬）品質管理能力向上計画」を約

3 年間の計画で実施しています。 
今般、プロジェクトの協力開始後約 1 年間を経たため、協力期間中の活動実績等についてカン

ボジア王国側と合同で総合的な評価を行うとともに、今後の対応策等を協議するため、2010 年 4
月 18 日から 4 月 30 日まで中間レビュー調査団を派遣しました。 

本報告書は、同調査団によるカンボジア王国政府関係者との協議及びレビュー結果等を取りま

とめたものであり、本プロジェクト並びに関連する国際協力の推進に活用されることを願うもの

です。 
最後に、本調査の実施にあたり、ご協力とご支援を賜りましたカンボジア王国、フィリピン、

日本の 3 国の関係者の皆さまに心から感謝の意を表すとともに、今後の更なるご支援をお願い申

し上げます。 
 
平成 22 年 5 月 
 

独立行政法人国際協力機構 
カンボジア事務所長 鈴木 康次郎 

 
 



 
 



目     次 
 
序 文 
目 次 
写 真 
略語一覧 
中間レビュー調査結果要約表 
 

第１章 中間レビュー調査の概要··················································································1 
１－１ 調査団派遣の経緯と目的···············································································1 
１－２ 調査団の構成 ·····························································································1 
１－３ プロジェクトの概要 ····················································································2 
 

第２章 中間レビュー調査の方法··················································································4 
２－１ 評価設問と評価指標 ····················································································4 
２－２ 情報・データ収集方法··················································································4 
２－３ データ分析方法 ··························································································5 
 

第３章 プロジェクトの実績 ·······················································································6 
３－１ 投入実績 ···································································································6 
３－２ 成果の達成度 ·····························································································6 
３－３ プロジェクト目標の達成度············································································8 
 

第４章 評価結果 ······································································································9 
４－１ 評価 5 項目の評価結果··················································································9 
４－２ 妥当性 ······································································································9 
４－３ 有効性 ······································································································9 
４－４ 効率性 ······································································································9 
４－５ 結 論 ···································································································· 10 
４－６ プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の改訂··································· 10 
 

第５章 提 言 ······································································································· 15 
 

付属資料 
１．ミニッツ ······································································································· 19 
２．合同評価報告書 ······························································································ 25 
３．PDM（英文） ································································································· 69 
４．PDM（和文・仮訳） ························································································ 72 
５．評価グリッド ································································································· 75 
６．質問票 ·········································································································· 81 



 



写     真 
 

  

フィリピンにおける技術交換の様子 ベースライン調査の様子 

  
農家への聞き取りの様子（ベースライン調査） 農家の使用する農薬の調査 

  
中間レビュー調査における協議の様子 協議議事録への署名 

 



 
 



 

 

略 語 一 覧 
 

ADB Asian Development Bank アジア開発銀行 

BAMS Bureau of Agricultural Material Standard 農業資材基準局 

BPI Bureau of Plant Industry 植物産業局（フィリピ

ン農業省） 

BSWM Bureau of Soils and Water Management 土壌・水管理局（フィ

リピン農業省） 

CAMCONTROL Cambodia Import–Export inspection and Fraud 
Suppression Department 

カンボジア政府による

貿易検査機関 
DAL Department of Agricultural Legislation 農業法規局 

EC Executive Committee 実行委員会 

FAO Food and Agriculture Organization of the United 
Nations 国連食糧農業機関 

FPA Fertilizer and Pesticide Authority 肥料農薬機構（フィリ

ピン農業省） 
GDA General Directorate of Agriculture 農業総局 

HPLC High Performance Liquid Chromatography 高速液体クロマトグラ

フ 
JCC Joint Coordinating Committee 合同調整委員会 

M／M Minutes of Meeting 協議議事録 

MAFF Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 農林水産省 

NAL National Agricultural Laboratory 国立農業実験室 

NPK Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K) 窒素、リン、カリウム

OJT On-the-Job Training 職場内訓練（実務研修）

PCM Project Cycle Management プロジェクト・サイク

ル・マネジメント 
PDA Provincial Department of Agriculture 州農業局 

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイ

ン・マトリックス 

PO Plan of Operations （プロジェクト）活動

計画 
SPS Sanitary and Phytosanitary 衛生植物検疫 
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中間レビュー調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名: カンボジア王国 案件名: 農業資材（化学肥料及び農薬）品質管理

能力向上計画 

分野: 農業・農村開発 援助形態: 技術協力プロジェクト 

所轄部署: JICA カンボジア事務所 協力金額:  約 1 億 2,000 万円 （事前評価時） 

協力期間 （R/D）：2009 年 3 月 1 日 ～
2012 年 3 月 31 日 

先方関係機関: カンボジア国農林水産省農業法

規局及び農業総局 

１－１ 協力の背景と概要 

カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）では、不良品質の農業資材（化学肥料、農薬

等）が大きな問題となっている。農家は、購入前に農業資材の品質を確認することができない

ため、購入後、田畑に施用して初めて効果がないことを知ることが多い。また、化学肥料はす

べて輸入品であるため、価格は高く、肥料代は作物生産費の 20 数％を占めるとの報告もある。

農家の多くは作付け前に借入金によりこれらの肥料を購入しているため、肥料が不良品であっ

た場合、農家の損失は非常に大きい。また、農薬については禁止品目、期限切れ農薬、偽物の

流通が横行しており、不適切な使用による環境汚染、食物の危険性の増加、農民健康被害など

が発生している。これらの問題に対し、カンボジア農林水産省（Ministry of Agriculture, Forestry 
and Fisheries：MAFF）は、農業総局（General Directorate of Agriculture：GDA）に土壌・作物体

分析室及び農薬分析室を、農業法規局（Department of Agricultural Legislation：DAL）に資材基

準対策部（流通取り締まり担当）を設置した。しかしながら、土壌・作物体分析室では、肥料

の主要成分である窒素、リン、カリウム〔Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K)：NPK〕の

検査を一部実施しているものの、十分な体制は整っていない。また、農薬については、輸入時

の登録のみが行われ、その後の流通管理は実施されていない状況である。 
このように適切な品質管理が行われることなく大量に流通している化学肥料及び農薬の品質

管理を促進するためには、品質分析能力を高めるとともに、適切な品質規格に基づく全国的な

流通取り締まりの体制を構築することが急務となっており、GDA と DAL が一体となって問題

に取り組むことが必要である。これらの状況を受け、カンボジア政府は「農業資材（化学肥料

及び農薬）品質管理能力向上計画」への協力をわが国政府に要請した。本要請を受け 2008 年

10 月に事前調査が実施され、その結果に基づき、2009 年 3 月～2012 年 3 月までの約 3 年間の

予定で本計画が実施されている。 
 
１－２ 協力内容 

（1）上位目標 
カンダール州とその近隣州において、化学肥料及び農薬の適切な使用と品質管理が促進

される。 
 

（2）プロジェクト目標 
パイロット地域において、化学肥料及び農薬の適切な使用と品質管理が促進される。 
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（3）アウトプット 
1）プロジェクトのためのベースライン・データが蓄積される。 
2）化学肥料及び農薬の分析に関するラボの能力が向上する。 
3）化学肥料及び農薬の登録及び登録後業務基準（注）の規則初稿の策定が促進される。 
4）化学肥料及び農薬の適切な使用と品質に関する意識が向上する。 

 
（注）「業務基準」とは「化学肥料及び農薬の登録及び登録後業務のための、技術標準及び行政手続きに必要なすべての要

件」と定義する。 

 
（4）投入（中間レビュー調査時点） 

日本側 

長期専門家派遣 2 名     機材供与 8 万 5,869 US ドル 
短期専門家派遣 延べ 7 名   ローカルコスト負担 2 万 8,097 US ドル（2009 年度）

カンボジア側 
カウンターパート配置 34 名 
ローカルコスト負担 電気、水道料金 
事務所スペースなど 

２．評価調査団の概要 

調査者 総括：鈴木康次郎 JICA カンボジア事務所長 
副総括／農業資材：仲田俊一 JICA 農村開発部 参事役 
評価管理 1：渋谷幸弘 JICA カンボジア事務所員 
評価管理 2：Ms. Siv Cheang JICA カンボジア事務所 プログラムオフィサー 
評価分析：山口豊 コンサルタント 有限会社クランベリー 

評価期間：2010 年 4 月 18～30 日 評価種類:中間レビュー調査 

３．調査結果の概要 

３－１ 実績の確認 

実績は以下のとおり。なお、以下は第１版プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project 
Design Matrix：PDM）に基づき記載する。 
 

アウトプット 1：プロジェクトのためのベースライン・データが蓄積される。 
● プロジェクトはカンダール州 Kien Svay郡及び Koh Thom郡をパイロット地域に選定し、

2009 年 7 月に 33 の小売店と 278 の農家に対して調査を行った。調査結果をまとめたベ

ースライン調査報告書は 2009 年 12 月に完成しており、アウトプット１は既に達成して

いる。 
アウトプット 2：化学肥料及び農薬の分析に関する実験室の能力が向上する。 
● アジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）によって供与された実験室機材と設備

は、プロジェクト開始後、一部機材が適切に設置されていないことが明らかになったた

め、プロジェクトが設置作業を行い、稼動する状態にした。また、ADB から供与された

機材は一部既に稼動しないものもあったため、プロジェクトは GDA と DAL の実験室に

2009 年 9 月、2010 年 3 月に機材供与を行うことで、実験室の基盤を整えた。 
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●  2 名の短期専門家が GDA と DAL の実験室スタッフに対し、 2009 年 8 ～

12 月まで化学肥料と農薬製剤分析に係る職場内訓練（実務研修）（On-the-Job Training：
OJT）研修を実施した。現在、第 2 回目の OJT 研修が 2010 年 2～7 月にかけて実施され

ている。OJT 研修には次の内容が含まれる。 
1）化学分析の原理と機材使用の基礎 
2）ガスクロマトグラフィを用いての 12 の農薬の有効成分分析 
3）化学肥料の主要養分（リン、カリウム）と微量要素（鉄、マンガン、亜鉛、銅、カルシ

ウム、マグネシウム）の分析 
● 短期専門家の指導を受け、機材の操作・維持管理マニュアルの英語からクメール語への

翻訳及び化学肥料と農薬製剤の分析マニュアルの作成が行われている。 
● 上述のように、OJT 研修を通じて実験室スタッフは化学肥料と農薬製剤の分析方法につ

いての知識及び技術を習得しつつある。そのため、アウトプット 2 については継続的な

OJT 研修の実施と、必要な機材供与が行われれば、プロジェクト終了までに達成が見込

まれる。 
アウトプット 3：化学肥料及び農薬の品質基準が MAFF の認可を受け、普及される。 
● 2009 年 10～12 月にかけて派遣された「化学肥料及び農薬に関する行政業務」短期専門

家が、関連規則等のレビューを行った。 
● なお、同専門家の提言に基づき、プロジェクトは行政業務改善等を中心とした中央レベ

ルの活動から、啓発普及活動を中心とする現場レベルの活動にその重点を移すこととし

た。そのため、品質基準の作成については、当初の計画を修正し、プロジェクト活動の

なかで優先順位を下げた形で実施することとなった。 
アウトプット 4：登録及び認可に関する行政業務能力が向上する。 
● 2009 年 10～12 月にかけて派遣された「化学肥料及び農薬に関する行政業務」短期専門

家が、関連規則等のレビューを行った。 
● 上記アウトプット 3 と同様、「化学肥料及び農薬に関する行政業務」短期専門家の提言に

基づき、プロジェクトはアウトプット 4 に係る活動をプロジェクト活動のなかで優先順

位を下げた形で実施することとした。 
アウトプット 5：パイロット地域において、登録後業務に関する能力が向上する。 
● プロジェクトは、これまでアウトプット 5 に関する活動の実施準備を進めている。具体

的な活動は今後実施される予定である。 
アウトプット 6：パイロット地域において、化学肥料及び農薬の品質と適切な使用法に関す

る意識が向上する。 
● プロジェクトは、これまでアウトプット 6 に関する活動の実施準備を進めている。具体

的な活動は今後実施される予定である。 
 

プロジェクト目標： 
アウトプット 1 と 2 において大きな進捗がみられる。また、その他のアウトプットについて

も、これまでの進捗等を踏まえ PDM の見直しを行うことにより、プロジェクト終了までにプロ

ジェクト目標の達成は可能とみられる。 
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３－２ 評価結果の要約 

本プロジェクトは、協力総額が 2 億円以下の小規模案件に分類されることから、「妥当性」「有

効性」「効率性」についてのみ記載する。 
 

（1）妥当性 
プロジェクトの妥当性は以下の理由により高いと判断される。 

● プロジェクトは「第二次四辺形戦略」や「国家戦略開発計画」等、カンボジア政府の

重要政策の方向性と整合している。また、カンボジアの主要政策に大きな変更はない。

● 化学肥料及び農薬に関する規則は、1998 年の「農業資材の管理及び基準」のための副

令 69 号に定められている。この副令の実施のために、2002 年に MAFF 省令 345 号が

発令された。プロジェクトはこれら関連規則に沿って活動を行っている。 
● わが国の対カンボジア援助政策の重点分野の 1 つは、「持続可能な経済成長と安定した

社会の実現」である。この分野において「農業と農村開発」は重要課題の 1 つに位置

づけられており、プロジェクトによる支援はわが国政府の援助方針とも整合している。

 
（2）有効性 

プロジェクトの有効性は満足できる水準にあると判断される。 
● 本プロジェクトで設定されている成果は、プロジェクト目的の達成に有効であると考

えられる。 
● しかしながら、プロジェクトのベースライン調査等により得られた以下の現状分析に

基づき、プロジェクト・デザインには改善の余地がある。 
1）パイロット地域には、現在極めて多くの違法かつ低品質の農業資材が流通しており、

他方、政府に登録された農業資材は非常に少ない。このような現状から判断して、プ

ロジェクトがその残り期間に優先的に対応すべき課題は、当初のプロジェクト目標の

指標にある「登録されているものの割合」を増加させることではなく、現在流通して

いる農業資材のなかから小売店及び農民が適切な商品を選択し、適切に使用する方法

等の普及にあると考えられる。 
2）パイロット地域に流通している農業資材には、クメール語にて記載された商品ラベル

及び使用方法等が貼付されていないことが多く、商品の誤った使用が、使用者による

健康被害、低い農業生産性、環境悪化をもたらしているため、これらの現状を改善す

るための早急な対応が求められている。 
3）農薬管理に係る規則制定及び取り締まり強化等の分野において、国連食糧農業機関

（Food and Agriculture Organization of the United Nations：FAO）がカンボジア全土を対

象にした協力を開始したため、FAO との連携を模索することが妥当である。 
 
（3）効率性 

本プロジェクトの効率性は高く、アウトプット 2 に関しては特に高いと考えられる。 
● 中間レビュー調査までの日本側及びカンボジア側の投入はおおむね適切なものであ

った。 
● 特にアウトプット 1 及びアウトプット 2 に係る活動は計画どおりに進捗していている。
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● しかしながら、上述したとおりプロジェクトは 2009 年 10～12 月にかけて派遣された

「化学肥料及び農薬に関する行政業務」短期専門家の提言に基づき、その活動を中央

レベルの活動から現場レベルの活動にその重点を移すこととした。そのため、中間レ

ビュー調査以降は日本側及びカンボジア側の双方において、より多くの人的投入が必

要になることが予測されていた。そのため、カンボジア政府は JICA に対し日本人専

門家の追加派遣を要請し、2010 年 4 月 1 日より 1 名の長期専門家が追加派遣されるこ

ととなった。終了時評価調査においては、中間レビュー調査後における投入の妥当性

について改めて確認する必要がある。 
● 現在までのところ日本側から実験室への機材供与は適切であったとみられる。MAFF

からは、今後のプロジェクト活動の一層の促進をはかる図るため、高速液体クロマト

グラフ（High Performance Liquid Chromatography：HPLC）などの幾つかの機材供与の

追加要請がなされている。 
 

４．結 論 

プロジェクトは全体的に進捗しているものの、プロジェクト開始後に明らかにあった各種状

況に対応するため、PDM の改訂が必要である。 
 

５．提 言 

（1）プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の改訂 
調査結果を踏まえて、評価チームは第 1 版の PDM の改訂の必要を確認した。評価チー

ムは、第 2 版の PDM 案と（プロジェクト）活動計画（Plan of Operations：PO）案を策定し

た。なお、それらの改定案は調査期間中に開催された合同調査委員会（Joint Coordinating 
Committee：JCC）にて承認された。 

 

（2）時宜を得た実験室への追加投入 
現在、プロジェクトは故障した HPLC を訓練用に用いている。24 の優先度の高い有効成

分の分析を行うためには HPLC と分析用標準試薬の時宜を得た投入が必要となるため、こ

れら製剤分析のための HPLC と分析用標準試薬の投入が必要である。また窒素分析のため

の機材購入も必要である。 
 

（3）国連食糧農業機関（FAO）等、他ドナーとの連携推進 
現在、FAO は「農薬の規制管理強化支援のための技術協力」によって、DAL による農業

資材管理のための法と規則の策定に係る協力を実施している。FAO の協力ではカンダール

州のインスペクターに対する訓練も行われてきた。それぞれのプロジェクトの活動が補完

し合うことにより、不要な業務の重複を避け、限られた援助資源のなかで、より大きなイ

ンパクトを生み出すことができるため、FAO 等、他ドナーとの連携を推進していくことが

有効である。 
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（4）登録後業務のための能力向上 
フィリピンにおける研修準備に遅れが生じているため、第三国における研修の可能性を含

め、早急に検討する必要がある。 
 

（5）その他 
1）プロジェクトの円滑な実施のためには、植物防疫・衛生植物検疫局や農業普及局など、

MAFF 内の他の部局との連携が必要である。 
2）残された期間内にプロジェクト目標を達成するため、プロジェクトはカンダール州に活

動を集中させるべきである。 
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第１章 中間レビュー調査の概要 
 
１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）では、不良品質の農業資材（化学肥料及び農

薬等）が大きな問題となっている。農家は購入前に農業資材の品質を確認することができないた

め、購入後、田畑に施用して初めて効果がないことを知ることが多い。 
化学肥料はすべて輸入品であるため、価格は高く、肥料代は作物生産費の 20 数％を占めると

の報告もある。農家の多くは作付け前に借入金によりこれらの肥料を購入しており、肥料が不良

品であった場合、農家の損失は非常に大きい。農薬については、禁止品目、期限切れ農薬、偽物

の流通が横行しており、不適切な使用による環境汚染、食物の危険性の増加、農民健康被害など

が発生している。 
これらの問題に対し、カンボジア MAFF は、GDA に土壌・作物体分析室及び農薬分析室を、

DAL に資材基準対策部（流通取り締まり担当）を設置した。しかしながら、土壌・作物体分析室

では、肥料の主要成分である NPK の検査を一部実施しているものの、十分な体制は整っていない。

また、農薬については、輸入時の登録のみが行われ、その後の流通管理は実施されていない状況

である。 
このように適切な品質管理が行われることなく大量に流通している化学肥料・農薬の品質管理

を促進するためには、品質分析能力を高めるとともに、適切な品質規格に基づく全国的な流通取

り締まりの体制を構築することが急務となっており、GDA と DAL が一体となって問題に取り組

むことが必要である。 
これらの状況を受け、カンボジア政府は「農業資材（化学肥料及び農薬）品質管理能力向上計

画」への協力をわが国政府に要請した。本要請を受け 2008 年 10 月に事前調査が実施され、その

結果に基づき、2009 年 3 月～2012 年 3 月までの約 3 年間の予定で本計画が開始されている。 
本プロジェクトは、上述の MAFF GDA、DAL をカウンターパート機関として、2 名の長期専門

家（チーフアドバーザー、プロジェクト運営管理/ベースライン調査/意識向上のための啓発活動）

に加え、フィリピンからの第三国短期専門家（農薬分析、化学肥料分析、化学肥料及び農薬に関

する行政業務）を派遣し、協力を行ってきた。 
今回の中間レビュー調査では、カンボジア政府と合同で本プロジェクトの目標達成や成果等を

分析するとともに、プロジェクトの残り期間の課題及び今後の方向性について確認し、合同評価

報告書に取りまとめ、合意することを目的とする。 
 

１－２ 調査団の構成 

中間レビュー調査の実施にあたっては、以下のメンバーからなる合同評価調査団を設置した。 
 

<日本側メンバー> 

担当業務 氏 名 所 属 期 間 

総 括 鈴木康次郎 JICA カンボジア事務所長 2010.4.27～4.30 

副総括/農業資材 仲田俊一 JICA 農村開発部 参事役 2010.4.19～4.30 

評価管理 1 渋谷幸弘 JICA カンボジア事務所員 2010.4.19～4.30 
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評価管理 2 Ｍs. Siv Cheang JICA カンボジア事務所 プログラムオ

フィサー 
2010.4.19～4.30 

評価分析 山口豊 コンサルタント 有限会社クランベ

リー 
2010.4.19～4.30 

 

<カンボジア側メンバー> 
Mr. Pen Vuth  Deputy Director General, General Directorate of Agriculture （GDA）, Ministry of 

Agriculture, Forestry and Fisheries （MAFF） 
Mr. Ros Soden Chief, Bureau of Agricultural Material Standards of Department of Agricultural 

Legislation （DAL）, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries （MAFF） 

 
１－３ プロジェクトの概要 

今回の中間レビュー調査は、当初作成した PDM の内容について、大幅な改訂を行った。改定

後のプロジェクト概要を以下に示す。 
 
（1）上位目標 

カンダール州とその近隣州において、化学肥料及び農薬の適切な使用と品質管理が促進さ

れる。 
 

（2）プロジェクト目標 
パイロット地域において、化学肥料及び農薬の適切な使用と品質管理が促進される。 

 
（3）アウトプット 

1）プロジェクトのためのベースライン・データが蓄積される。 
2）化学肥料及び農薬の分析に関するラボの能力が向上する。 
3）化学肥料及び農薬の登録及び登録後業務基準の規則初稿の策定が促進される。 
4）化学肥料及び農薬の適切な使用と品質に関する意識が向上する。 

 
（4）活 動 

1）アウトプット 1 
① 選定基準に基づき、パイロット地域を選定する。 
② 質問票を作成する。 
③ 取り扱い業者を対象とした聞き取り調査を行う。 
④ ベースライン・データに関する報告書を作成する。 

2）アウトプット 2 
① 化学肥料及び農薬分析ラボをセットアップする。 
② 化学肥料及び農薬分析技術に関し、ラボスタッフの OJT／フィリピンにおける第三国

研修を実施する。 
③ マニュアルを作成する： 

・化学肥料の分析（NPK 及びその他の微量要素） 
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・農薬の分析（優先度の高い幾つかの有効成分） 
・ラボの機材の使用及び維持管理 

3）アウトプット 3 
① 化学肥料及び農薬に関する現在の行政業務書類と規則のレビューを行う。 
② 化学肥料及び農薬の登録及び登録後業務基準に関する規則について、関係する MAFF

部局及びその他重要な関係者との意見交換を行う。 
③ 他ドナーを含む関係機関と協力して、新たな規則のために提言を行う。 

4）アウトプット 4 
① パンフレット、ポスター及び視聴覚メディアなどの意識向上のための道具を作成する。 
② 化学肥料と農薬の適切な選択と使用に関する、登録小売店のための道具を作成する。 
③ 一般のための意識向上活動を実施する。 
④ 小売店のための意識向上活動を実施する。 
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第２章 中間レビュー調査の方法 
 
２－１ 評価設問と評価指標 

本中間評価では、プロジェクト開始から約 1 年が経過した時点における活動状況の把握、PDM
に記載された指標の達成状況の把握とその評価、プロジェクトの残り期間の活動に関する提言や

教訓を導き出すことを目的として実施された。プロジェクトの実績、実施プロセス及び評価 5 項

目ごとの調査項目とデータ収集方法、調査方法等を検討し、既存のデータ・情報と現地で入手・

検証すべき情報を整理したうえで評価グリッド（和文、英文）を作成し、本中間レビュー調査を

行った。なお、現地においては、当初作成された PDM（バージョン 1）を評価用 PDM として用

いた。 
なお、評価グリッドに含まれる主な調査項目は以下のとおりである。 
 

妥当性  
（Relevance） 

プロジェクトのめざしている効果（プロジェクト目標や上位目標）が

ターゲットグループのニーズに合致しているか、カンボジアの国家開

発政策、日本政府の援助政策との整合性があるか、プロジェクト・ア

プローチが妥当であるかどうかといった点 

有効性  
（Effectiveness） 

プロジェクト目標の達成状況、アウトプットのプロジェクト目標達成

に対する貢献度、プロジェクト目標達成に対する貢献・阻害要因 

効率性  
（Efficiency） 

達成されたアウトプットからみた投入の質・量・タイミングの適切性。

プロジェクト・マネジメントは適切さ。効率性を促進・阻害した要因

インパクト  
（Impact） 

上位目標達成の見通し。その他、プロジェクト実施によりもたらされ

た正負の効果・影響 

自立発展性 
（Sustainability） 

プロジェクトで発現した効果の持続性の見込み（政策面、組織面、資

金面、技術面） 

実施プロセスの検証 活動実績、技術移転方法、プロジェクト・マネジメント体制、等 

プロジェクト実績の検証 上位目標の達成見通し、プロジェクト目標及びアウトプットの達成度

 

２－２ 情報・データ収集方法 

情報・データ収集は、以下の方法により実施された。 
 

情報・データ 
収集方法 

目 的 主な情報源 

文献調査 プロジェクトに関連

する政策、プロジェク

トの実績に関連する

資料 

●カンボジアの国家開発計画「国家戦略開発計画 2006
～2010 年：The National Strategic Development Plan 
（2006-2010）」など 

●政府開発援助（ODA）国別データブック 2006、JICA
国別事業実施計画など 

●プロジェクトの投入・活動・実績に関する資料（半

期報告書、年次報告書、プロジェクト側作成事前資
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料） 
●短期専門家の報告書 

インタビュー プ ロ ジ ェ ク ト の 実

績・進捗状況及び実施

プロセスに関するヒ

アリング・確認 

●日本人専門家 
●農林水産省のカウンターパート 

 
２－３ データ分析方法 

（1）既存報告書・資料の分析 
本プロジェクトに関連して、これまでに JICA が実施作成した以下の調査報告書とプロジ

ェクト側作成の半期報告書及び年次報告書（短期専門家の報告書を含む）、カンボジア側関連

政策及び日本の援助政策に関する情報を国内準備期間にレビューし、評価グリッド並びに質

問票の作成を行った。 
1）関連調査報告書 

◆カンボジア農業資材（化学肥料及び農薬）品質管理能力向上計画事前調査・実施協議報

告書（2009 年 2 月） 
◆ベースライン調査報告書（2009 年 12 月） 

2）プロジェクト側作成資料 
◆中間レビュー調査事前資料（2010 年 4 月） 

3）カンボジア側関連政策及び日本の援助政策 
◆カンボジア国家戦略開発計画 2006～2010 年〔The National Strategic Development Plan 

（2006-2010）〕 
◆日本の対カンボジア援助方針 
◆対カンボジアの JICA 国別事業実施計画 
 

（2）現地調査 
本プロジェクトの活動が実施されている以下のサイトを視察した。 
◆プロジェクト対象州（カンダール州）の農業資材小売店 

 
 
 

－ 5 －



 

－ 6 － 

第３章 プロジェクトの実績 
 
３－１ 投入実績 

３－１－１ 日本側投入 
（1）日本人専門家派遣 

1）長期専門家 
2010 年 4 月までに、長期専門家 2 人が派遣された。長期専門家は「チーフアドバイザ

ー」1 名（派遣期間 2010/4/1～/2012/3/31）「業務調整・ベースライン・サーベイ・意識

向上活動」1 名（派遣期間 2009/4/27～2011/4/26 の予定）である。 
2）短期専門家 

短期専門家は、「化学肥料分析」が延べ 3 名、「農薬分析」が延べ 3 名、「化学肥料及

び農薬に関する行政業務」が 1 名派遣された。 
 

（2）機材供与 
GDA 及び DAL のおのおのの実験室に対し、合計 8 万 5,869 US ドル相当の機材が供与さ

れた。 
 

（3）現地業務費 
日本側のローカルコスト負担は 2009 年度は 2 万 8,097 US ドルであった。 

 
３－１－２ カンボジア側の投入 

カンボジア側からは、プロジェクト・ダイレクターほか、カウンターパート 34 名〔このうち 2
名はパイロット地域の州農業局（Provincial Department of Agriculture：PDA）所属〕が配置されてい

る。また、カンボジア側は、プロジェクト事務所を提供しているほか、電気・水道等の費用を負担

している。 
 
３－２ 成果の達成度 

３－２－１ アウトプット 1 
アウトプット 1：プロジェクトのためのベースライン・データが蓄積される。 
＜指 標＞ 

1-1 パイロット地域における登録済み化学肥料に関するベースライン・データがある。 
1-2 パイロット地域における登録済み農薬に関するベースライン・データがある。 
1-3 パイロット地域におけるクメール語表記のラベルに関するベースライン・データがある。 

 
プロジェクトはカンダール州 Kien Svay 郡及び Koh Thom 郡をパイロット地域に選定したあと、

2009年7月に33の小売店と278軒の農家に対して調査を行った。調査結果をまとめた報告書は2009
年 12 月に完成し、アウトプット 1 は達成されたといえる。 

 
３－２－２ アウトプット 2 

アウトプット 2：化学肥料及び農薬の分析に関するラボの能力が向上する。 
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＜指 標＞ 
2-1 必要な機材・設備がすべて適切に設置されている。 
2-2 ラボスタッフの X 人が NPK 及びその他微量要素を分析できる。 
2-3 ラボスタッフの X 人が優先度の高い幾つかの成分を分析できる。 

 
ADB によって供与された実験室機材と設備は、プロジェクトが設置を終え、稼動する状態にし

た。プロジェクトも GDA と DAL の実験室に 2009 年 9 月と 2010 年 3 月に機材供与を行っている。 
2 名の短期専門家が GDA と DAL の実験室スタッフに対し、2009 年 8～12 月まで化学肥料と農

薬製剤分析に係る OJT 研修を実施した。現在、第 2 回目の OJT 研修が 2010 年 2～7 月にかけて実

施されている。OJT 研修には次の内容が含まれる。 
1）化学分析の原理と機材使用の基礎 
2）ガスクロマトグラフィを用いての 12 の農薬の有効成分分析 
3）化学肥料の主要養分（リン、カリウム）と微量要素（鉄、マンガン、亜鉛、銅、カルシウ

ム、マグネシウム）の分析 
短期専門家の指導を受け、機材の操作・維持管理マニュアルの英語からクメール語への翻訳及

び化学肥料と農薬の分析マニュアルの作成が行われている。 
上述のように、OJT 研修を通じて実験室スタッフは化学肥料と農薬の分析方法についての知識

及び技術を習得しつつある。アウトプット 2 ついては、継続的な OJT 研修の実施と、必要な機材

供与が行われれば、プロジェクト終了までに達成が見込まれる。 
 

３－２－３ アウトプット 3 
アウトプット 3：化学肥料及び農薬の品質基準が MAFF の認可を受け、普及される。 
＜指 標＞ 

3-1 化学肥料及び農薬の品質基準が、プロジェクト中間時点には MAFF に認可される。 
3-2 プロジェクト終了時までに、化学肥料及び農薬の品質基準につき、パイロット地域の

PDA1（Agronomy Office 及び PALO2）及び取り扱い業者に普及されている。 
 
2009 年 10～12 月にかけて派遣された「化学肥料及び農薬に関する行政業務」短期専門家の提言

に基づき、プロジェクトは行政業務改善等を中心とした中央レベルの活動から、啓発普及活動を中

心とする現場レベルの活動にその重点を移すこととした。そのため、品質基準の作成については、

当初の計画を修正し、プロジェクト活動のなかで優先順位を下げた形で実施することとなった。 
 

３－２－４ アウトプット 4 
アウトプット 4：登録及び認可に関する行政業務能力が向上する。 
＜指 標＞ 

4-1 手数料徴収に関する規則が正式に採用される。 
4-2 登録及び認可に関する行政業務手続が簡素化される。 

 
                                                        
1 PDA は “Provincial Department of Agriculture”の略語であり、MAFF の州レベルの出先機関である。 
2 PALO は “Provincial Agricultural Legislation Office”の略語であり、DAL（MAFF）の州レベルの出先機関である。 
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アウトプット 3 と同様、「化学肥料及び農薬に関する行政業務」短期専門家の提言に基づき、プ

ロジェクトはアウトプット 4 に係る活動をプロジェクト活動のなかで優先順位を下げた形で実施

することとなった。 
 
３－２－５ アウトプット 5 

アウトプット 5：パイロット地域において、登録後業務に関する能力が向上する。 
＜指 標＞ 

5-1 インスペクターが、パイロット地域においてインスペクション業務を実施できる。 
5-2 インスペクターが、マニュアルに沿ってサンプル採取を実施できる。 
5-3 登録後業務に関する行政業務手続が簡素化される。 

 
プロジェクトは、これまでアウトプット 5 に関する活動の実施準備を進めている。具体的な活

動は今後実施される予定である。 
 

3-2-6 アウトプット 6 
アウトプット 6：パイロット地域において、化学肥料及び農薬の品質と適切な使用法に関する意

識が向上する。 
<指 標> 

6-1 パイロット地域において、特定の市場に流通しているもののうち、登録されている化

学肥料及び農薬が増える。 
6-2 パイロット地域において、登録されている化学肥料や農薬を使う農民が増える。 

 
プロジェクトは、これまでアウトプット 6 に関する活動の実施準備を進めている。具体的な活

動は今後実施される予定である。 
 

３－３ プロジェクト目標の達成度 

アウトプット 1 と 2 において大きな進捗がみられる。また、その他のアウトプットについても、

今般の PDM の見直しを通じて整理がなされることにより、プロジェクトの終了までにはプロジ

ェクト目標の達成は可能とみられる。 
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第４章 評 価 結 果 
 
４－１ 評価 5項目の評価結果 

本プロジェクトは、協力総額が 2 億円以下の小規模案件に分類されることから、「妥当性」「有効性」

「効率性」についてのみ記載する。 
 

４－２ 妥当性 

プロジェクトの妥当性は以下の理由により高いと判断される。 
● プロジェクトは「第二次四辺形戦略」や「国家戦略開発計画」等、カンボジア政府の重要政策

の方向性と整合している。また、カンボジアの主要政策に大きな変更はない。 
● 化学肥料及び農薬に関する規則は、1998 年の「農業資材の管理及び基準」のための副令 69 号

に定められている。この副令の実施のために、2002 年に MAFF 省令 345 号が発令された。プ

ロジェクトはこれら関連規則に沿って活動を行っている。 
● わが国の対カンボジア援助政策の重点分野の 1 つは、「持続可能な経済成長と安定した社会の

実現」である。この分野において「農業と農村開発」は重要課題の 1 つに位置づけられており、

プロジェクトによる支援はわが国政府の援助方針とも整合している。 
 

４－３ 有効性 

プロジェクトの有効性は満足できる水準にあると判断される。 
● 本プロジェクトで設定されている成果は、プロジェクト目的の達成に有効であると考えられる。 
● しかしながら、プロジェクトのベースライン調査等により得られた以下の現状分析に基づき、

プロジェクト・デザインには改善の余地がある。 
1）パイロット地域には、現在極めて多くの違法かつ低品質の農業資材が流通しており、他方、

政府に登録された農業資材は非常に少ない。このような現状から判断して、プロジェクトが

その残り期間に優先的に対応すべき課題は、当初のプロジェクト目標の指標にある「登録さ

れているものの割合」を増加させることではなく、現在流通している農業資材のなかから小

売店及び農民が適切な商品を選択し、適切に使用する方法等の普及にあると考えられる。 
2）パイロット地域に流通している農業資材には、クメール語にて記載された商品ラベル及び使

用方法等が貼付されていないことが多く、商品の誤った使用が、使用者による健康被害、低

い農業生産性、環境悪化をもたらしているため、これらの現状を改善するための早急な対応

が求められている。 
3）農薬管理に係る規則制定及び取り締まり強化等の分野において、FAO がカンボジア全土を対

象にした協力を開始したため、FAO との連携を模索することが妥当である。 
 

４－４ 効率性 

本プロジェクトの効率性は高く、アウトプット 2 に関しては特に高いと考えられる。 
● 中間レビュー調査までの日本側及びカンボジア側の投入はおおむねね適切なものであった。 
● 特にアウトプット１及びアウトプット 2 に係る活動は計画どおりに進捗していている。 
● しかしながら、上述したとおりプロジェクトは 2009 年 10～12 月にかけて派遣された「化学肥

料及び農薬に関する行政業務」短期専門家の提言に基づき、その活動を中央レベルの活動から
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現場レベルの活動にその重点を移すこととした。そのため、中間レビュー調査以降は日本側及

びカンボジア側の双方において、より多くの人的投入が必要になることが予測されていた。そ

のため、カンボジア政府は JICA に対し日本人専門家の追加派遣を要請し、2010 年 4 月 1 日よ

り 1 名の長期専門家が追加派遣されることとなった。終了時評価調査においては、中間レビュ

ー調査後における投入の妥当性について改めて確認する必要がある。 
● 現在までのところ日本側から実験室への機材供与は適切であったとみられる。MAFF からは、

今後のプロジェクト活動の一層の促進を図るため、HPLC などの幾つかの機材供与の追加要請

がなされている。 
 

４－５ 結 論 

プロジェクトは全体的に進捗しているものの、プロジェクト開始後に明らかにあった各種状況に対

応するため、PDM の改訂が必要である。 
 

４－６ プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の改訂 

下記は PDM の主な改訂点をまとめたものである。 
 
（1）スーパーゴール 

PDM 第 1 版 2009 年 1 月 30 日 PDM 第 2 版 2010 年 4 月 30 日 

国内消費用の食料の安全性が向上し、農産物の海外への輸

出が促進される。 
削除 
 

指標 
食用農産物が安全であり、高品質が確保されている。 

 
削除 

 

＜改訂理由＞ 
食料の安全性確保に重要な要素となっている衛生植物検疫（Sanitary and Phytosanitary：SPS）

の課題に対し、プロジェクトは直接的に貢献する活動を行っていないため、スーパーゴールは

削除することが妥当である。 
 

（2）上位目標 

PDM 第 1 版 2009 年 1 月 30 日 PDM 第 2 版 2010 年 4 月 30 日 

国内市場に流通している化学肥料及び農薬の品質が向上

し、農民がこれら化学薬品を適切に使用するようになる。

カンダール州とその近隣州において、

化学肥料及び農薬の適切な使用と品

質管理が促進される。 

指標 
1．カンボジア国内に流通している化学肥料のうち、登録

されているものの割合が年間 X%増加する。 
2．カンボジア国内に流通している農薬のうち、登録され

ているものの割合が年間 X%増加する。 
3．カンボジア国内に流通している化学肥料及び農薬のう

指標 
1．クメール語ラベルが添付された、

登録されている化学肥料と農薬の

流通が増加する。 
2．小売店が禁止された農薬を販売

していない。  
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ち、クメール語表記のラベルが添付されているものの

割合が増加する。 
4．登録業務及びそれにかかわる手数料からの収入が増加

する。 
 

＜改訂理由＞ 
下記のプロジェクト目標の修正と同様の理由による。また、上位目標の修正に合わせて、適

切にその達成度を測定できるよう指標を変更した。 
 
（3）プロジェクト目標 

PDM 第 1 版 2009 年 1 月 30 日 PDM 第 2 版 2010 年 4 月 30 日 

化学肥料及び農薬の品質管理メカニズムが強化

される。 
パイロット地域において、化学肥料及び農薬の

適切な使用と品質管理が促進される。 

指標 
1. パイロット地域内に流通している化学肥料の

うち、登録されているものの割合が年間 X%
増加する。 

2. パイロット地域内に流通している農薬のう

ち、登録されているものの割合が年間 X%増

加する。 
3. インスペクションの過程で実施される分析業

務の件数が増加する。 
4. パイロット地域内に流通している化学肥料及

び農薬のうち、クメール語表記のラベルが添

付されているものの割合が増加する。 

指標 
1. 化学肥料と農薬の適切な選択と使用を確保

するため、パイロット地域の登録小売店の 3
分の 2 が、プロジェクトによって提供された

下記の道具を販売に使用する。 
（1）農薬のクメール語ラベル 
（2）化学肥料と農薬の適切な選択と使用のた

めの参考資料 
2. パイロット地域で、禁止された農薬を売って

いない登録小売店の数が倍増する。 
 

 

<改訂理由> 
プロジェクト開始後に実施されたベースライン調査結果により、パイロット地域には、現在

極めて多くの違法かつ低品質の農業資材が流通しており、政府に登録された農業資材は非常に

少ないことが明らかとなった。このような現状から判断して、プロジェクトがその残り期間に

優先的に対応すべき課題は、プロジェクト目標の指標にある「登録されているものの割合」を

増加させることではなく、現在流通している農業資材のなかから小売店及び農民が適切な商品

を選択し、適切に使用する方法等の普及にあると判断される。 
また、パイロット地域に流通している商品には、クメール語にて記載された商品ラベル及び

使用方法等が貼付されていないことが多く、商品の誤った使用が、使用者による健康被害、低

い農業生産性、環境悪化をもたらしているため、何らかの早急な対応が求められている。  
上記認識に基づき、中間レビュー調査団はプロジェクト目標を変更することが妥当であると

考える。 
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（4）アウトプット 2 

PDM 第 1 版 2009 年 1 月 30 日 PDM 第 2 版 2010 年 4 月 30 日 

指標 
2-1 必要な機材・設備がすべて適切に

設置されている。 
2-2 実験室スタッフの X 人がＮPK 及

びその他微量要素を分析できる。 
2-2 実験室スタッフの X 人が優先度の

高い幾つかの成分を分析できる。 
 

指標 
2-1 実験室の機材・設備が適切に設置され、機能してい

る。 
2-2 DAL 及び GDA における肥料のための実験室が、ＮPK

及びその他微量要素（鉄、マンガン、亜鉛、銅、カル

シウム、マグネシウム）を分析できる。 
2-3 農薬のための実験室が 24 の優先度の高い有効成分の

うち、少なくとも 60％を分析することができる。 
2-4 化学肥料のＮPK 及びその他微量要素（鉄、マンガン、

亜鉛、銅、カルシウム、マグネシウム）及び、少なく

とも 24の優先度の高い農薬の有効成分のうちの 60％
を分析するためのマニュアルが作成される。 

2-5 実験室の機材の使用及び維持管理のためのマニュア

ルが作成される。 
2-6 登録小売店からインスペクターによって採取したサ

ンプルの分析レポートが作成される（その後、関係者

の間で共有される）。 
 

＜改訂理由＞ 
実験室スタッフ個人の能力向上ではなく、実験室全体としての能力向上を図ることが必要で

あるため指標を改めた。また、実験室の業務をパイロット地域における活動とを連携させるた

め、活動と指標を新たに加えた。さらに、優先的に分析する必要がある微量要素等を明確にし

た。 
＜改訂版の活動＞ 

2-1 化学肥料及び農薬分析ラボをセットアップする。 
2-2 化学肥料及び農薬分析技術に関し、ラボスタッフの OJT／フィリピンにおける第三国研修

を実施する。 
2-3 マニュアルを作成する： 

1）化学肥料の分析（ＮPK 及びその他の微量要素） 
2）農薬の分析（優先度の高い幾つかの有効成分） 
3）ラボの機材の使用及び維持管理 
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（5）アウトプット 3、4 及び 5 

PDM 第 1 版 2009 年 1 月 30 日 PDM 第 2 版 2010 年 4 月 30 日 

アウトプット 3 
化学肥料及び農薬の品質基準が MAFF の認可を受け、普

及される。 

アウトプット 4 
登録及び認可に関する行政業務能力が向上する。 

アウトプット 5 
パイロット地域において、登録後業務に関する能力が向

上する。 

アウトプット 3 
化学肥料及び農薬の登録及び登録後業

務基準の規則初稿の策定が促進される。

 
 
 
 

指標 
3-1 化学肥料及び農薬の品質基準が、プロジェクト中間

時点には MAFF に認可される。 
3-2 プロジェクト終了時までに、化学肥料及び農薬の品

質基準につき、パイロット地域の PDA（Agronomy 
Office 及び PALO）及び取り扱い業者に普及されてい

る。 
4-1 手数料徴収に関する規則が正式に採用される。 
4-2 登録及び認可に関する行政業務手続が簡素化され

る。 
5-1 インスペクターが、パイロット地域においてインス

ペクション業務を実施できる。 
5-2 インスペクターが、マニュアルに沿ってサンプル採

取を実施できる。 
5-3 登録後業務に関する行政業務手続が簡素化される。

指標 
3-1 化学肥料及び農薬の登録及び登録

後業務のための業務基準に関係し

た政策の選択肢が提供される。 
 
 
 
 
 
注記）「業務基準」とは「化学肥料及び

農薬の登録及び登録後業務のための、技

術標準及び行政手続きに必要なすべて

の要件」と定義する。 
 

 

＜改訂理由＞ 
短期専門家による提言、ベースライン調査結果等に基づき、アウトプット 3～5 の内容を整

理したうえでより明確かつ完結な表現とした。また、FAO 等の他ドナーとの連携により活動

を推進することが有効であるため、新たな活動として加えた。 
＜改訂版の活動＞ 
3-1 化学肥料及び農薬に関する現在の行政業務書類と規則のレビューを行う。 
3-2 化学肥料及び農薬の登録及び登録後業務基準に関する規則について、関係する MAFF 部

局及びその他重要な関係者との意見交換を行う。 
3-3 他ドナーを含む関係機関と協力して、新たな規則のために提言を行う。 
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（6）アウトプット 6 

PDM 第 1 版 2009 年 1 月 30 日 PDM 第 2 版 2010 年 4 月 30 日 

アウトプット 6 
パイロット地域において、化学肥料及び農薬の品

質と適切な使用法に関する意識が向上する。 

アウトプット 4 
化学肥料及び農薬の適切な使用と品質に関す

る意識が向上する。 

指標 
6-1 パイロット地域において、特定の市場に流通

しているもののうち、登録されている化学肥

料及び農薬が増える。 
6-2 パイロット地域において、登録されている化

学肥料や農薬を使う農民が増える。 
 

指標 
4-1 一般の意識向上活動ために、パンフレッ

ト、ポスター及び視聴覚メディアの、それ

ぞれのタイプで、少なくとも 1 つずつの道

具を作成し、普及させる。 
4-2 パイロット地域のすべての登録小売店に、

農薬の選択と使用のためのクメール語ラベ

ルと参考資料が配布される。 
4-3 パイロット地域のすべての登録小売店に、

化学肥料の選択と使用のための参考資料が

配布される。 
 

＜改訂理由＞ 
意識向上活動はパイロット地域のみならず、より幅広い関係者に対しても行うべきであるた

め、表現を修正した。また、上述のとおりプロジェクト残り期間においては登録数増加をめざ

すことは現実的ではないため、表現を修正した。 
＜改訂版の活動＞ 
4-1 パンフレット、ポスター及び視聴覚メディアなどの意識向上のための道具を作成する。 
4-2 化学肥料と農薬の適切な選択と使用に関する、登録小売店のための道具を作成する。 
4-3 一般のための意識向上活動を実施する。 
4-4 小売店のための意識向上活動を実施する（この活動には、4-2 において作成された道具の

共有を通じての FAO との協力を含む）。 
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第５章 提     言 
 
（1）プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の改訂 

調査結果を踏まえて、評価チームは第 1 版の PDM の改訂の必要を確認した。評価チームは、第

2 版の PDM 案を策定した。なお、同改定案は調査期間中に開催された JCC にて承認された。 
 
（2）時宜を得た実験室への追加投入 

現在、プロジェクトは故障した HPLC を訓練用に用いている。24 の優先度の高い有効成分の分

析を行うためには HPLC と分析用標準試薬の時宜を得た投入が必要となるため、これら製剤分析

のための HPLC と分析用標準試薬の投入が必要である。また窒素分析のための機材購入も必要で

ある。 
 
（3）国連食糧農業機関（FAO）等、他ドナーとの連携推進 

現在、FAO は「農薬の規制管理強化支援のための技術協力」によって、DAL による農業資材管

理のための法と規則の策定に係る協力を実施している。FAO の協力ではカンダール州のインスペ

クターに対する訓練も行われている。それぞれのプロジェクトの活動が補完し合うことにより、効

率性を高め、より大きなインパクトを生み出すことができるため、FAO 等、他ドナーとの連携を

推進していくことが有効である。 
 
（4）登録後業務のための能力向上 

フィリピンにおける研修準備に遅れが生じているため、第三国における研修の可能性を含め、

早急に検討する必要がある。 
 
（5）その他 

1）プロジェクトの円滑な実施のためには、植物防疫・衛生植物検疫局や農業普及局など、MAFF
内の他の部局との連携が必要である。 

2）残された期間内にプロジェクト目標を達成するため、プロジェクトはカンダール州に活動

を集中させるべきである。 
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１．ミニッツ 
２．合同評価報告書 
３．PDM（英文） 
４．PDM（和文・仮訳）

５．評価グリッド 
６．質問票 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

付 属 資 料
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２．合同評価報告書
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